
事前質問への回答 

 

 事前質問へのご協力ありがとうございました。 

 お寄せいただきましたご質問と、それに対する回答については、下記のとおりです。 

質問 小平市地域包括ケア推進計画 ６８ページ 

≪地域ケア会議の概念図≫ 

「地域ケア会議」についての概念図等のお示しがありますが、近年、薬剤師を取りまく状

況として、医療費適正化、薬物療法の一元的・継続的管理、健康増進・セルフメディケー

ション推進、地域包括ケアへの参画などの観点から、薬機法その他関連法規の改定、医療

制度改正が行われ、 

・かかりつけ薬剤師制度（2016年 4月開始：要件を満たした上で、地方厚生局へ要届出） 

・健康サポート薬局認定制度（2016 年 10 月開始：要件を満たした上で、都道府県知事が

認定） 

・地域連携薬局認定制度（2021年 8月開始：要件を満たした上で、都道府県知事が認定） 

など、さまざまな取り組みが求められています。 

これらの要件として、薬局に勤務する薬剤師の地域ケア会議等への参加実績が求められ

ておりますが、当会会員より、薬剤師への地域ケア会議への参加要請がないため、上記届

出・認定制度の要件を満たすことが出来ないとの声が上がっております。 

実際のところ、地域ケア会議の開催状況、その中で薬剤師（またはその他医療職）に 

参加要請を行ったりした会議実績はどの程度御座いますでしょうか。 

また、今後開催される地域ケア会議について、医療制度改正の動向とも同調し、参画の

機会を与えてくださいますことを要望致します。 

回答  

 地域ケア会議の実施状況は、事前配布資料のとおりですが、昨年度、地域ケア個別会議

の個別事例の検討に２回、薬剤師の方にご参加いただきました。 

今年度も、医療と介護の連携について、地域での見守りについて等のテーマでの会議や、

個別のケースにおいて関わりのある会議の際には、ご参加をお願いさせていただく予定で

す。 

 

令和３年９月１６日 

小平市介護保険運営協議会 
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